
地方財政審議会付議（説明）案件  

 

令和６年１２月１０日（火） 

 

 （案件名） 

 ・ 令和６年度特別交付税の１２月交付額の決定について（決裁案件）  

 ・ 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について（決裁案件） 

 ・ 地方交付税法第１７条の４に基づく意見の処理（案）について（報告案件） 

 

 

（ 参 考 ）  

  ○ 地 方 交 付 税 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 211 号 ）  
 
  （ 地 方 財 政 審 議 会 の 意 見 の 聴 取 ）  
  第 二 十 三 条  総 務 大 臣 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 地 方 財 政 審 議

会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  
一  交 付 税 の 交 付 に 関 す る 命 令 の 制 定 又 は 改 廃 の 立 案 を し

よ う と す る と き 。  

二  略  
三  第 十 条 又 は 第 十 五 条 の 規 定 に よ り 各 地 方 団 体 に 交 付 す

べ き 交 付 税 の 額 を 決 定 し 、 又 は 変 更 し よ う と す る と き 。  
 
（ 交 付 税 の 額 の 算 定 方 法 に 関 す る 意 見 の 申 出 ）   

  第 十 七 条 の 四  地 方 団 体 は 、 交 付 税 の 額 の 算 定 方 法 に 関 し 、 総
務 大 臣 に 対 し 意 見 を 申 し 出 る こ と が で き る 。   

２  総 務 大 臣 は 、 前 項 の 意 見 の 申 出 を 受 け た 場 合 に お い て は 、
こ れ を 誠 実 に 処 理 す る と と も に 、 そ の 処 理 の 結 果 を 、 地 方 財
政 審 議 会 に 、 第 二 十 三 条 の 規 定 に よ り 意 見 を 聴 く に 際 し 、 報
告 し な け れ ば な ら な い 。  
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